道州制と地方自治

前置き

　市町村合併、道州制や府県合併、地方分権の問題は、既に経験されてこられたように、皆さん自身にとって、場合によっては死活問題、そうでなくても生活に密接にかかわりのある非常に大切な問題であるにもかかわらずあまり議論がされていないのはどうしてでしょうか？住民自治と言いながら、それが実感できないのはどうしてでしょうか？今日の直接のテーマではありませんが、そういうことも考えながら、この問題についての今日の議論を聞いていただければ幸いです。そして、今日私がここでお話しすることは、役所の公式の見解でもなんでもなく、私個人の意見としてお聞き取りいただければ幸いです。
　さて、今や政治と行政（官僚）の関係は大きく変わろうとしており、政治主導で政策決定がされるようになってきています。日本の悪いところはなかなか改革が中庸に落ち着かない、右がだめなら左と極端に振れてしまうところではないかと思っています。政治主導の中における本当の意味の官僚の力の発揮の仕方、働き方というのがあるはずなのに、現在行われようとしている政治主導は、官僚の言うことは聞かない、官僚を使わない、民間人の素人の意見ばかり聞くというやや極端な政治主導に陥りつつあるのではないかという懸念を抱いています。私は、本当の意味の政治主導というのは、ありとあらゆる人の意見を聞きながら、それを官僚に整理させ、さらに官僚に過去の政策の評価や点検、各種政策のメリット、デメリットを分析させ、大いに議論はするが、途中経過で異論があっても最終的には政治の判断で政策決定をするということだと考えていました。しかし、現実は違ってきています。官僚の意見は殆ど聞かず、外部の有識者の意見だけで、感覚的に、その場その場で表面的な判断で政策を決めていく、それが今の陥ろうとしている本当の意味とは少し違った政治主導ではないかと思っています。良識ある一部の政治家が官僚の意見も聞けと言うと、反動政治家のように言われるのはどうしてでしょうか？

　しかし、官僚にも正さなければならない点はまだまだあると考えています。国民のためといいながら、組織のため、自分たちのためにやってはいないか？本当に国民のために正しい政策判断を組織（役所）としてやっているか？個々に見れば、立派な官僚は増えてきていますが、それが組織の意思決定にきちんと反映されているか？そういう反省はもっともっとしなければならないだろうと思っています。

　私は、一日も早く、政と官の正しい関係の上に立った政治主導の政策決定システムが国民のために構築されることを望んでいます。

　さて、政治主導の意思決定ということになると、中央の政治家と地方の政治家との政策論議が重要になってくると考えられます。今までは、政治の世界は行政以上に上位下達に慣れ親しんでいるとも言えるので、地方政治家の感受性、発信力、思考力、創造力、政策立案能力、議論する力などを高めることが非常に重要になってくると思われます。地方の実情を中央の政治の場で訴え、政策として練り上げていく力です。これからは、皆さん方に対する政策の方向性の提示は、県庁や市役所、そして私たちではなく、地方選出の国会議員、県会議員、市会議員などの政治家の皆さん方がしなければならなくなるのです。今後の重要な政策決定に皆さんが参加できていないと感じるならば、それは政治主導で政策決定をすると言っているまさにそういった政治家の皆さんの責任になるわけです。ですから、政治主導の政策決定プロセスの中では、私たち官僚や公務員の意見は参考意見に過ぎない。しかし私たちも、そういう政治プロセスの中で、自分の正しいと考えることは直接国民、住民の皆さんに訴えていかなければならないという時代になってきたなと感じています。

　結論から言うと、「先生方がちゃんと役所と相談して、いいがにしてくれる」という時代ではなくなったわけです。自分たちが政治家をきちっと監視し、政策を聞いて判断し、正しい政策を立案するよう常に意見を言うようにしないと、自分たちの地域や自分たちの生活が守れないという時代になったのです。

今日のテーマである道州制や市町村合併などの地方制度改革についても、現在までに与党を中心に政治主導でいろんな議論が展開されてきています。それに対して、国民の皆さん、地域住民の皆さんがどういった意見を持つのかが大変重要なことになってくると思われます。そういった意味で、今日のこの機会は大変いい機会だと考えています。
１　わが国社会の構造的変化と各方面の改革の動き～地方制度改革の背景
· 人口減少と超高齢化時代に入った日本
· 国民の行政ニーズは社会保障を中心に増大の一途

· 赤字国債を含めた潜在的な国民負担率は、現状でも40数パーセント

· これを50パーセントにとどめるというのがこれまでの国民合意（国是？）
· 経済の成長力を高めながら、各方面の歳出改革を続行し、財政赤字を縮小

· 維持可能性のある国家へ（経済、社会システム、財政など）

· 経済成長戦略、社会保障改革、公共事業改革、税制改革、予算制度改革、地方分権改革、地方制度改革、行政改革、公会計改革、資産・債務改革、教育改革などへの取り組み
２　地方制度改革の動き

· 地方分権の推進と市町村合併

地方分権改革は国の政治や行政を民主化することに繋がる改革。住民に近いところに住民サービスにかかわる多くの権限を持たせて住民の意思が政策決定に反映しやすくすることにより、効率的に資源配分や行政サービスが行われるようにする。また、国、府県、市町村の役割を一層明確化して、重複行政の非効率をなくすこともできる
平成５年以来、両者はセットで与党の政策として強力に推進されてきた経緯があり、今後もち地方分権の基本は基礎自治体の拡充にあるので、市町村合併はさらに推進されなければならないだろう
· 道州制論議など府県制度のあり方論
基礎自治体の充実・強化を中心に、上下に向かって改革は波及するだろう。そうでなければ改革の効果は中途半端に終わる。現在の都道府県の性格は曖昧で、広域自治体としての機能に特化すべきという主張は、むしろ合併した市町村の側からある。市町村は心の底では都道府県が邪魔だと思っているが、現状では人材も財源も都道府県が多く持っているから、長いものに巻かれるのは仕方がないというのが本音だ。都道府県は中央集権体制時代の象徴的な中間管理的組織としての性格から完全に脱却する必要がある。所管エリアは現在よりも相当程度広くし、税財源配分も実際に仕事をやる市町村に手厚くし、現在のように、都道府県が市町村に補助金を出せるとか、過剰な関与をす炉地得ようなことをなくしていかなければいけない。仕事に応じた税財源配分の見直しということが、国と地方間でも、都道府県と市町村間でもきちんと整理されなければならない。仕事をするところに責任を持たせ、そこが経費を全額負担し、そのための財源を国がきちんと付与するというのが、分かりやすく明快なシャープ勧告以来の理想であったが、今こそ、その理想に則り地方分権改革を抜本的に進めていくべき
· コミュニティー施策の重要性

一方で、大きく強くなる市町村の中で、住民自治、住民の自立心、住民の政治や行政への参加意識を高めていく必要があり、そのためには、コミュニティー施策の充実が是非とも必要である。地方部はコミュニティーの維持、発展が可能だが、都市部はなかなか大変である。コミュニティーの再生や新住民との共生が無理なら、新たな組織を作っていくしかない。その意味では、これからの住民主体の地域作りや住民自治の実現には、地方部が有利
３　財政構造改革の動き

· 歳出・歳入一体改革

２０１１年のPBの均衡に向けて、成長力の底上げを前提に一定程度の経済成長を見込み、歳入はそれを前提に税収増を見込んだ上で、すべての歳出分野の抑制計画を政治主導により「骨太方針２００６」で閣議決定。
・　税制の抜本改革の必要性

PB均衡だけでは、実際の債務残高は増え続けて行き、財政再建目標としては不十分という強い意見もある。債務残高の対GDP比だけではなく、その実額を減らしていくことや少子高齢化対策に関する国民ニーズの増大にある程度応えていくことが必要。さらに、地方消費税の関係で言えば、地方活性化のための財源も必要だろう。税制を見直す場合には、企業課税と国民（住民）課税、所得課税、消費課税、資産課税など全体の税体系の抜本的見直し論議が必要になる。経済や社会、地方などの活力を維持し、また、筋肉質の政府を維持するに足る、そして、国民にとって公平、公正な税体系の構築が望まれる
· 国民負担と行政サービスの関係（受益と負担の関係）の正常化

４　私の考える「美しい国づくり」

　　　地方活性化や美しい国づくりのためのピントが合った具体的政策を早急に打ち出すべきである。今地方が求めているのは、最低限の人口と地域の活力の維持ができ、既に失われつつある醇風美俗、伝統、文化、生活技術、自然環境などを守ることが出来るようにして欲しいということである。しかし、竹下総理の時代のように、３３００億円を一律一億円で全国の市町村にばら撒けるような時代ではなく、また、新しい施設やハードの基盤整備を地方債の償還費を後年度に交付税で面倒見るからどんどんやりなさいという政策もとれないことは皆が理解している。「美しい国づくり」のために、今、地方ではぎりぎり何が必要か、考えれば誰にでも分かることではないだろうか。失われつつある地域のかけがえのない自然環境とそれと共生した農地や林地、伝統、文化、生活様式や技術、地域の文化財などを何とか守るためのソフトな政策に必要な地方財源がいるということである。そのためのちょっとしたソフトのお金がない。地方財政は厳しく締め上げられてしまって、どんどんそういうところも削らざるを得ない状況に追い込まれている。地域の活力も高齢化の進展により落ちてきている。しかし、このまま放置すれば、今の高齢者の人たちが守ってきたものが、団塊の世代が元気なうちは何とか受け継げるが、次の世代にはどうなるか分からないという危機的状況になっている。地方がそれぞれ持っている順風美俗、自然環境、伝統、文化、生活様式や技術、文化財などが本当に失われてしまったら、その地方はただの何もない田舎になってしまう。こういうことを、政治主導で、地方の政治化が政策としてしっかり整理して、中央の政治家に訴えていく必要があるだろう
５　時代の流れを止めることはできないが、流れを利用して自分たちの目標を達成することはできる
・　私は、常々、大きな時代の流れに逆らうのではなく、それを先読みして、その流れを利用し、自分の考える着地点へ上手に到達することが肝要であると主張してきた
・　平成５年から８年にかけての島根県時代に、行革・広域行政審議会（市町村合併を視野に入れた議論）を、国や他府県に先駆けて実施した経験があるが、島根県はそのチャンスを生かせなかった
～市町村合併について先行して検討し、島根における行政のあり方を考え直しておき、国の合併促進策が出た段階で一気呵成に進めていくという絶好のチャンスを逃す
· 今、更なる市町村合併と道州制などの府県のあり方論議の中で、島根の人たちは何を考えるべきか？

～グローバルな、昼も夜もない24時間地域間競争の時代にあり、ぼーっとしている地域は取り残される

· 自分の主張を明確にした上で、時代の流れを的確に読み、その流れの中で自分なりに行動することが求められている
· 単独市町村を選択したところの生き残り策

抜本的な広域連携（ほとんどの事務で広域連合を活用するなど）か徹底した簡素化（町村総会制度の活用、住民ボランティアによる一部の役場機能運営、ゴミの共同収集・運搬、コミュニティーバスの運営など）
· 合併市町村の考えること

出来るだけ早い合併効果の実現（役場の効率化、定員削減、資産改革、外部委託、重複整理など）や更なる広域連携（広域連合の活用など）
· 現在までの道州制論議の進展状況
「骨太方針２００７」では、道州制ビジョンを３年以内に策定するということを閣議決定している。一方、自民党道州制調査会は５つの部会を設け、相当時間をかけて議論をし、選挙前には中間報告を取りまとめている。このような状況で、いつ、どのような道州制が導入されるのか、また導入されないのか、道州制に代わって都道府県合併が推進されるのか、皆目見当がつかないというのが実情。しかし、都道府県の広域団体への純化とかより広域化という時代の流れは止まらないだろう。道州制自体をどうするかは、最初に申し上げたように、まさに国民の意思次第ということになるのではないか。従って、自分たちの主張、意見を、道州制の代替案なら代替案として示して、今こそはっきりと言うことがこれまで以上に重要である。どうなるのか？というより、どうしたいのか？という時代である。ただ、大事なことは、府県の広域化、市町村との役割の純化ということは、市町村合併の延長線上のこととして不可避なことであるということははっきりと認識しておいたほうがいいだろう
· 山陰両県の道州制議論への対処の仕方（市町村合併に学ぶべきこと）

～鳥取・島根の二県一プロジェクト方式の強力な推進（空港国際化、観光や交流居住の推進、公共交通の共通パス、神仏霊場巡り、ラムサール条約など）、中国５県の共同プロジェクトなどが重要である。こういったことが、生き残り策であり、道州制に対する対案的行動にもなりうる
～鳥取・島根の県境を越えた観光と交流居住の推進のための広域連合設置（合併も視野に？）は地域活性化の起爆剤であり、全国から勉強、体験、交流のために、あらゆる分野の人たちが集まってくるだろう。４６番目と４７番目の県は他県のやることを見ながら、普通のことをしていても駄目である。先進的なチャレンジこそ生き残りの道である
～島根とその他隣県との県境プロジェクトの活性化は、大いにやっていく必要があるが、そのことで道州制導入や州都に関する言質を中国地方の他県に与えないように注意する必要がある
～中国5県の連携プロジェクト（中山間地研究センター、限界集落対策、ポスト過疎法など）も大いに展開すべき
～時期尚早にも州都論議などをしている他県に対しては、制度的組み立てとか、インフラ整備とかの検討に入る前に、まずは中国5県住民の道州民としての「心のインフラ整備」を先行させるべきであると主張してはどうかと考えている。つまり、広島や岡山の人たちが、島根や鳥取を単なる消費地とか観光地とは考えずに、その自然、伝統、文化などを自分たちのふるさとのものとして、ＮＰＯ活動などにより、当然自発的に経済的負担もしながら、本当に守っていこうというような気持ちになれるかということを、問いかけるべきではないだろうか。私はこのことを今日再度声高らかに主張しておきたい
